
ある労働組合の歩み

―組合史分析方法に関する試論―

森直弘

本稿は，一地方私鉄労働組合の沿革の大要であ

る。その労働組合とは，福井鉄道労働組合のこと

である。が，本来，別に発表される「′68福井鉄

道争議」報告の一部をなすものである。

さきに，筆者は，一般に労働争議分析の要因と

して，労働組合の組織票態，とくにその「沿革」

の特質を明らかにすることの重要性を指摘した。

〔本州大学紀要第2号）。そして，「′68福井鉄道

争議」調査にあたって，福井鉄道労働組合の沿革

を，一定の指角を設定して，分析を試みたのであ

る。

ここで，その沿革史の大要をさらに整理し，独

立の論稿にL発表しようと，考えた。その方法に

おいて，労働組合史分析にとって，1つの新しい

試論的性格をもつものである，と判断したからで

ある。

1　福井鉄道経営概況

福井鉄道労働組合の沿革は，福井鉄道株式会社

の「企業体」rllとの関連で，明らかにさるべきも

のである。

福井鉄道労働組合の沿革のあらましを記述する

に先だって，福井鉄道株式会社の経営概況を見て

おこう。それは，主として「′6日福井鉄道争議」

発生時を中心とした企業体の巽憩を，しかもその

概略を示すものである。

「資本の親模構成」

福井鉄道株式会社は，福井県武生市北府本町所

在，資本金3億7千万円従業員拇二1，100名の，中

規模の鉄，軌道，ノミス兼営企業である。

資本額の推移および資本構成概況は，下記表

（1），（2匝ごとくであった。

表1福井鉄道資本金推移

年月　日

昭和

20．乱1

21．10．12

23．7．1

23．7．31

24．6．18

26．3．20

28．12．19

35．8．30

35．4．26

37．2．28

38．9．2

増加資本額

円

7，200，000

1，000，000

12，000，000

25，000，000

50，000，000

1，200，000

5も800，000

7，000，000

81，500，000

125，500，000

総資本金．備　考
円

も800，000

12，000，000

13，帆000謂乗合と
25，000，000

50，000，000

100，000，000

101，200，000

156，000，000

163，000，000

敦賀乗合と
合併

三方交通
合併

24も500，000

370，000，000　現在

と

な軌資本金3億7千万円のうち，名古屋鉄道

資本は，約1億1，400万円で，資本総額の約3分

の1にあたる。いわゆる「安定株主」といわれる

ものである。

その投融資関係を見ると，私鉄，パス関連産業

を中心になされている。が，その概要は，つぎの

ごとくである

一投資概況－1965年現在

（1〕傍系会社投資　9，988万円

福銑観光，苦越商事，福井菱和，武生タクシ

ー，三万五期遊覧船，大和交通

（2）他会社に対する投資　4416万円

酒井献経，福井銀行，若狭観光開発，福井地

所，福井ステーショソピル，福井放送，野村証

券，北急ノてス，日本信号，商工会詰所債券 王
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　　日本私鉄労働組合北陸地方連合会『北陸地方に於

　ける私鉄バス路線経営調査』　1965年8月20日調

　「経営の概況」

　今，その経営概況を見れば，年間輸送人員約

2，130万人，年間収入約10億円，資産（固定資産）

評価額7億7千万円，累積赤字1億8千万円であ

った。その部門別営業状況は，ほぼ次のごとくで

　（1）鉄道一福武線，鯖浦線，南越線，市内線と

　　なっていて，営業粁総計52粁3　乗客数　約

　　1日3万7千人
　（2）　自動車一嶺北地域，嶺南地域，路線粁総計

　　507粁　乗客数　約1日　2万6千人

　　福井武生両市を中心に，鯖江一福井，鯖江一

　織田一武生と，鉄道が走り，バスは嶺北，嶺南

　に分っが，全体として，観光地ないし原子力発

　電所などで脚光を浴びている敦賀，小浜両市に

　またがっている。福井県嶺南の丹三郡と地域独

　占性を保持しているといえる。

　「経営陣の特徴」

　福井鉄道の経営的特徴は，その“経営陣”の中

に見られる。労働組合が指摘するごとく「重役陣

は地元名士と金融関係で構成され，その中に，3

分の1の持株を有する名鉄が常勤役員と，名鉄土

川社長自身が社外重役として名前をつらねてお

り一」という状況にあった。経営に複雑な内部事

情の伏在することが，ここに認められる。とく

に，労働組合が機会あるごとに，福島社長は，鯖

江市長を兼ねているので，「平常から充分な責任

体制がなかった」と，その不当を追究している。

この点は，福鉄争議分析にとって，とくに注目さ

るべき点であった。

2　労働組合組織発展段階の概況

　労働組合の歴史は，一般的には，組織化過程

（狭義の組織化，歴史前期ないし創生期，成熟期

と段階的に）及び組織近代化過程として描きう

る。が，ここでは，主として組織化過程に力点を

おき，具体的には「福井鉄道労働組合」の場合に

ついて，分析を試みることとした。

　その組織化過程を，一定の指標にしたがって分

析し，段階区分を試みた。その指標とは，「団結

の態様」（団結権，団体交渉権，団体行動権の実

体）と「労使対抗関係の特質」とであった。

　そして，組織成熟化過程は，大要つぎのごと
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く，

　（1）前期組織化過程＝「従組」期一組織分裂段階

　（2）後期組織化過程＝組織成熟・統一労働組合

　　結成段階

　（3）組織再編成段階

　と3段階に区分した。

　なお戦後日本産業の成長と構造の変貌，社会構

造の変化にそれぞれ対応するものと考えられた

が，それら相互関係の立ち入った追究は，ここで

は行わず，別の論稿に譲ることとした。

　（1）前期組織化過程。一労働組合づくり，創

生期段階である。具体的には，1企業内に，鉄

道，バス両労組（ともに福井県所在「福井県バス」

（2）の場合と異り，「組合承認要求型争議を回避し

ている）の並存からはじまる。いずれの組織も，

その性格において「従業員組合」として発足し

た。この両労組並存状況は，企業内団交主体たる

ことをめざすことで，企業内統一組織実現志向を

生み出し，その過程で，鉄道労組において組織分

裂が発生した。

　こうした労働者内部の矛盾は，資本の擬似近代

的経営精神にささえられる懐柔的，協調主義的労

務政策に利用されるにいたった。そして，労使関

係における従属的形態の永続化を企図した労務政

策は，かえって鉄道労働者内部に誓約集団的グル

ープを発生させることとなった。そのグループを

中心とした組織化工作の推進過程で，鉄道労組の

組織分裂を惹起した。これを転機にして，うっ積

していた労使間の矛盾は一挙に噴出することとな

った。

　その矛盾噴出の形態が，「第一次福鉄争議」と

位置づけうる「昭和32年（1957）闘争」（3）であっ

た。その性格において，この争議の本質は，「組

合承認型争議」（4）の類型に属するものといえよう。

　（2）後期組織化過程。一昭和32年闘争を契機

とする鉄道労働者の組織統一の促進，さらには自

成的団交主体確立の途が開かれたことが特徴的で

ある。それはまた，企業内「組織統一」へ発展す

る契機でもあった。要するに，福鉄労働者の団結

権の実体化がなしとげられ，団交主体としての組

織確立（組織成熟化につらなるもの）する過程で

あった。

　その組織化過程は，同時に資本の復権試行過程

（協調，懐委労務政策への逆転をねらうもの）に対

応する。労使関係は，完全に協調，従属を脱し，

対決関係を形成するにいたった。が，経営的に

は，鉄道部門に斜陽のかげりが見られ，資本内部

矛盾が胚胎し，しかも矛盾は表面化した。こうし

た状況の下で，労使の力関係が均衡を破り，労働

者組織が瞬間的に経営陣を圧倒する「昭和43年

（1968）闘争」となった。これは「第二次福鉄争議」

と位置づけうるし，その性格において「組織防衛

型争議」であった。

　しかし，その争議の一頂点として現業重役の総

退陣があり，それは，名鉄資本の完全支配体制の

確立の契機をなすものであった。

　（3）労働組合組織再編成段階。一名鉄資本の

完全支配体制下の組織化過程である。

　この段階で，資本はその性格において擬似近代

性を払拭し，近代的経営者の手に経営がゆだねら

れることとなった。が，労働組合は，その経営近

代化，合理化にたいし，一連の争議「第3次福鉄

争議」と位置づけうるをもって抵抗線を張った。

すなわち，それは，昭和46年度春闘，昭和47年度

春闘，年間臨時給闘争の長期化等に見られた労働

者側の抵抗闘争である。

　しかしながら，その過程で，労働組合の組織人

員の絶対的減少の傾向が現われ，労使関係は，対

抗，対決関係性は稀釈化し，経営による従属関係

路線が拓かれようとしている。したがって，「戦

闘的リーダーシップ」の動揺が認められるにいた

った。同時に，組織人員の減少に対応する組織再

編成が，主要な課題となった。

〈注〉　ここで，「戦闘的」という場合，次の諸点を

統合した概念としてとえられている。

労働組合の資本からの独立，その系としての労使対等

関係の成立，したがって団体交渉権の保持を前提とし

て形成されるリーダーシップの1形態である。その

　リーダーシップの特質は，（1）力関係原理の選択一スト

ライキ志向性として現われる。協議より交渉を選択

（2）階級連帯優先意識強化と企業意識の稀釈　　（3）大衆

闘争形態の採用一地域組織，闘争への参加，家族組織

の結成　（4）争議経験の蓄積　等がその中核をなす。産

報的ないし経営協議会的性格の否定。

　したがって，労使関係の形態は，協調ないし対応的

というより，むしろ対決的に形成される。
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3　組織成熟化過程

　この組織成熟化過程の分析において組織化段階

一一
i1）前期組織化過程　（2）後期組織化過程につい

ては，米谷久義，前川清治『分裂から統一へ』

（労働旬報社）に負うところが多い。

　（1）前期組織化過程

　第1段階は，先に見たごとく前期組織化過程で

あり，それは「従組」からの脱皮と組織分裂過程

として特徴づけられる。換言すれば，この段階

は，労組複数競合，分裂段階を含む組合創生期で

あったということである。⑤

　福井鉄道における労働者の団結は，当初，同一

企業内における電車，バスと職能別，二組合併存

状態として形成された。ここに特有の組織的課題

の発生と特殊な労使関係形成の背景を見ることが

できる。

　鉄道部門に，「福井鉄道従組」526名，自動車部

門に，「福井自動従組」216名（昭和21年5月1

日・企業合併前，福井県中部乗合自動車従業員組

合結成，23年8月福鉄合併）と，二組合の組織的

対抗状況にあり，それぞれの労組は，企業内にお

ける交渉の主導権獲得を組織的課題としていた。

すなわち，企業内における主導的交渉主体となる

ことを志向していたということである。

　しかしながら，このような労働者内部の拮抗

は，経営者内部の主導権争いと癒着することとな

り，経営者の経営政策である合理化促進の執行に

力を籍す結果を招いた。つまり，労務政策に利用

されたということに他ならない。

　ともあれ，労働者の意識形態は，完全な企業意

識でいうどられ，企業外の労働運動，組合運動の

潮流から，意識的に遠ざかっていた。そのかぎり

で，経営者の家父長的，前近代的感覚による労務

政策の執行を容易ならしめたのであった。

　こうした労使関係の下での，この企業の労働者

の団結の態様を特徴づけるものは，産報的「会社

組合」（文字通りの「カンパニー・ユニオン」）と

もいいうるものであった。

　ここで，更に労働者の団結の態様を，一定の指

標一団結権，団体交渉権，団体行動権一にし

たがって，確かめていくことにする。

　（i）一一「団結権」の実体

　労働者による労働組合の結成，つまり組織化過

程に対しては，経営者は職制支配を媒介として，

組織化に干渉し，分裂状況をさえ出現させること

に成功した。

　そのような自主性喪失状況は，職制による支配

体制によって，意識的に形成されたものであっ

た。その職制支配体制をささえるものは，職務的

階層秩序であり，特殊な人縁関係であった。

　私鉄とくに地方鉄道の場合は，そこにおける労

使関係は，学歴的年功的労使関係の成立は未熟で

あり，とくに学歴についてはネグリジブルである

ことが特徴的であった。主として「職位」一職

務的階層秩序，同時にそれは年功秩序形成基盤と

して作用する一による「身分的関係」こそが，

職場支配の精神的支柱をなしていた。さらに，そ

れを補強するものは，縁故関係入社によって形成

された人間関係，地域社会に残存する身分関係の

職場人事関係への投映であった。

　（ii）一一「団体交渉権」の実体

　団体交渉権の実体は，こうした組織実体から直

ちに判断されるであろう。団体交渉とはいえ，労

使対等のテーブルにつく慣行さえ認められず，し

かも交渉の実態は「経営協議会」的性格のもので

あった。労使間の諸問題の解決は，交渉というよ

り，むしろ協議によって決定されるということで

する。したがって，労使間に意見の不一致が生じ

たとしても，実力行為をもって使用者に対抗し，

組合側の要求，意見の貫徹をはかる状況が，全く

見られなかった。

　（iii）一「団体行動権」の実体

　団結権，団体交渉権の態様から察知できるよう

に，団体行動とくにストライキ等の実力行為は，

組合は極力回避する方針をとっていた。

　また，そうした争議行為を選ぶ組織的力量も欠

如していたのである。当時は，産業別組織への未

加盟の段階であり，外部から争議指導や支援を仰

ぐという発想さえ，まだ労働者の中に認められな

かった。

　（iv）一「労使対抗関係の特質」

　労働者側の組織競合状況と協調的態度を利用

し，経営者は，経営合理化（設備近代化，　“荒木

方式”といわれる労務管理方式の導入）を強化



し，一応成功した。しかしながらこの成功はかえ

って第二次合理化に対する労働者側の抵抗の遠因

となったのである。

　ともあれ，地域独占性にささえられつつ，福井

鉄道の経営は，相対的安定状況を保持することが

できたのであった。しかしならが，こうした労使

関係は，徐々に崩壊を開始することになる。労使

関係の動揺をもたらす諸条件が，醍醸しっっあっ

たということである。

　労使関係変貌の契機は，一般的には，戦後の市

民意識の伸張であり，労働市場の変化，職場の物

的合理化の惹き起した労働者意識の変化であっ

た。

　個人主義的市民意識の醐醸は，封建的身分関

係，縁故体制を震憾するものであった。また，労

働市場では，交通産業労働力の調達に困難の度が

加わっていった。そして，従来見られた鉄道労働

者の特質ともいうべき半農半工型的労働者は絶対

数で減少し，純労者的交通労働者の増大に転じて

いった。こうした労働市場の状況はまた若年労働

力補給不足をともなうものであった。かくて，下

級職員層の相対的減少から絶対的減少の傾向が見

られるにいたった。

　さらに，鉄道部門における輸送機関の近代化の

進展にともない，職場支配の中核であった職能的

階層秩序が動揺し，ひいては，職制による職場支

配体制は，その再編成が迫られるに至った。

　以上が鉄道部に現われた特殊な事情であるとす

れば，つぎに注目すべきは交通産業の構造の変貌

であろう。次第に急成長したバス部内の拡大によ

って労使関係はさらに変貌を余儀なくされるにい

たった。そのきざしは，まず鉄道部門労働者・バ

ス部門労働者の利害関係の対抗の表面化の形をと

って現われるにいたった。それに加えて労働者気

質の違いがもたらす行動態様がからみつき，一層

労使関係を複雑化した。

　こうした状況の下で，労働者の組織化がすすめ

られた。が，労働者間の内部矛盾の深化，つま

り，鉄道，自動車労組による組織間競争の激化と

なって現われるにいたった。この段階では，組織

統一志向は，まだ潜在的であったといえる。両労

組ともに，経営者に対し団交権を独占的に承認さ

せることが，最大の課題であった。かくて，資本

に対して，労組相互が寵を競うといった形の競合

状態が見られるにいたった。

　このような労使関係変貌の契機がみとめられた

が，それは労働者内部に，労働者の階級意識の形

成の要件ともなったのである。まず，自らの労働

条件の劣悪性の自覚の高まりとなって現われた。

そして，自らの権利と労働条件の向上のための階

級連帯の必要が，職場の話題となっていった。や

がてそれは，一部先進的労働者の誓約集団的グル

ープを生み出した。これら労働者によって「私鉄

総連加盟」問題が提起される状況となった。

　労働組合の一部幹部は，この状況をとらえて，

昭和26（1951）年を転機として，企業外にある産

業別組織一当時は総評系私鉄総連のみが実存し，

全労系（同盟系）組織が認められなかった一に，

連携を保つ方策に出た。これに応じて，私鉄北陸

地連は，これに「準加盟組合」の処置をして，完

全加盟をまった。しかし，それらリーダーは連携

の目的をあくまで，組織内ヘゲモニー奪取にお

き，「私鉄総連加盟促進」のアピールは，組合員

大衆の支持をえようとする方策にすぎなかったの

である。が，このグループは，やがて経営者の提

出する合理化方針をめぐって現われた労働者内部

の対立が表面化した瞬間，資本の意向を体して，

私鉄総連加盟「時期尚早」派に変身するにいたっ

た。これに対して昭和30（1955）年4月，組合大

会では，階級連帯の理念を実現するものとして，

私鉄総連加盟促進派がこれを追及し対立すること

となった。

　経営者は，私鉄総連加盟は，階級連帯意識をめ

ざめさせ，ひいては合理化の促進をさまたげるも

のと判断した。そこで，労働者間のこの内部対立

を巧みに利用し，私鉄総連加盟のうごきを阻止す

る方策をとった。その方策の内実は，昭和30年，

「不当労働行為事件」にまで発展したような労務

政策であった。なお，この不当労働行為事件は，

一部活動家による一私鉄北陸地連の指導によっ

て，一福井地労委への提訴に始まり，労働者の

勝訴に終ったものである。

　当時，会社側は，全国的な生産性向上運動の渦

の中で，先に示したごとき「荒木方式」によって，労

働者の「思想改造」を柱とした（日本能率研究所

理事荒木東一郎を副社長待遇の経営顧問として迎



えていた）合理化に乗り出していた。「合理化専門

委員会」の設置，（組合三役を全員合理化委員と

し，活動家を合理化分科会委員とする合理化政

策）機構改革，人事異動が強行され戦後経済復興

過程に対応する経営「合理化」一第一次合理

化一が進められていったのである。

　ともあれ，労働者の組織強化のうごきに対する

圧迫干渉分裂工作が，一応成功的に浸透し，私鉄

総連加盟派を，苦境に追込む状況であった。

　とはいえ，福井県下労働運動の中で，激しい

「権利闘争」，「組合承認争議」を経て，同業私鉄バ

スの労働者が，「福井県バス労組」（昭和31年11

月）を，結成し私鉄総連加盟が伝えられたω。福

井鉄道労働者の私鉄総連加盟意識を，一層刺激し

たのである。かくて，徐々に一般組合員の中に，

私鉄総連加盟派支持がひろがり，昭和32（1957）

年4月の組合役員改選期に，私鉄総連加盟推進派

が進出した。

　さきにあげた合理化対応方針などの主要問題を

めぐる組合政策の対立が解消されないまま，福井

鉄道労組は，昭和32年11月，遂に分裂するに至っ

た。企業内に，3労組併存状況が生れたのであ

る。

　これを要するに，福井鉄道労組初期段階の運動

を特徴づけるものは，一つには企業内複数組織の

競合状況への対応，一つには不当労働行為提訴問

題と，いま一つは私鉄総連加盟をめぐっての組織

分裂問題であった。

　総じていえば，企業内労働者の団結権は，なお

形式的であり，実体をそなえないままで，あつ

た。したがって，労使関係は，労働者の協調，従

属的形態をとっていた。つまり，労働者は団結権

を，まだその掌中に納め切る状況ではなかったと

いうことである。

　（2）後期組織化過程一組織統一，成熟段階

　第二段階は，労働組合としての組織化過程であ

り，それは統一労組結成期として特徴づけられ

る。

　この段階は，「福井鉄道労組」の分裂，昭和32

年11月22日「福井鉄道第一組合」と称するいわゆる

「第二組合」の，発足に始まる。が，いわゆる

「第一組合」たる　「福井鉄道労働組合」　（私鉄総

連加盟労組）の運動の軌跡そのものである。

　その軌跡は，その特徴にしたがって，（1）企業内

「共闘」の展開一福鉄労組の領導下で一（2）組

織統一化工作の展開　（3）昭和37年5月企業内「組

織統一」完了，「成熟段階」に離陸，として三段

階に区分して描きうる。

　（a）組織分裂と共闘の展開

　この段階は，企業内三労組の併存状況から始ま

る。すなわち，「福井鉄道労組」（組合員266名），

「福井鉄道第一組合」（組合員257名）「福井鉄道

自動車労組」（組合216名）の3組合が，競合的に

併存した。

　しかしながら，企業内組合運動の実質的なリー

ダーシップは，「福鉄労組」がとることとなった。

福鉄労組の運動目標は，最初の課題は鉄道部門労

組の再統一であり，最終目的は企業内単一組合結

成であった。

　そして，この段階では，団結権の確立は統一労

働組合結成のための闘争によってなしとげられる

こととなる。

　ここで，この段階での団結権の態様の実体を瞥

見しておこう一
　（i）一一「団結権」の実体

　団結権の実体化の前提は，労使対等関係の成立

である。この点について見よう。

　組合創生期の段階に比し，福鉄労組に結集した

労働者は，昭和32年を転機として，戦闘性をおび

た。あわせて，職制支配の物的基盤の動揺をふま

え，職制支配を排除ないし牽制しつつ，組織化を

すすめた。これらの点が特徴的である。いまひと

つ，組織化展開の有力な契機をなすものは，「不

当労働行為事件」の提訴と，その勝訴とであっ

た。そして，昭和32年11月，私鉄総連加盟によっ

て，階級連帯のひろがりをえ，とくに北陸地区私

鉄労働者の運働に刺激されるところがあった。労

働者の，企業内封建制，職場内の無権利状態への

反逆抵抗精神が，強化されていった。

　かくて，労働者による組合づくり一組織化と

強化工作ヘーへの経営者による支配介入がにぶ

ることとなった。

　こうして，労働者自らが，労使対等関係成立の

路を切りひらこうと決意した。とくに福鉄労組

は，企業内労組の最有力な団交主体となる実力を

着々として養成しつつあった。とはいえ，福井鉄
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道第一組合と福井鉄道自動車労組に結集した労働

者は，まだ労使協調的姿勢を崩そうとはしなかつ

た。

　ただ，福鉄労組の動向が，これら両労組の労働

者にも徐々に影響し，やがて資本に対しては，労

働者の相対的自主性を主張する風潮が生じた。

　㈹一「団体交渉権」の実体

　団交権の実体化は，福井鉄道労組組織確立過程

に関連する問題である。当時，なお三労組対立工

作がつづけられる中で，経営者に対し，団交権の確

立のため挑戦した。ともかく，旧来団体交渉の性

格が，経営協議会的協議にとどまっていたが，い

まや労使対等関係が志向され，そのかぎりで産報

的体質からの脱皮がはかられた。そのことは，後

に見るように，まず企業内三労組の「合同交渉」，

「共闘」の試行の中に見られるのである。しかし

ながら，異質のリーダーシップによる連合的交渉

は，団結力の発揮にただちにつらなるものではあ

りえなかった。

　（iii）一「団体行動権」の実体

団体行動権の実体は，福鉄労組の場合，労働者の

主体的な，しかも階級連帯にささえられたものと

なっていった。とくに，私鉄北陸地連内の北陸鉄

道労働組合の職場闘争や福井県バス労組の戦闘的

闘争の経験に学ぶことによって，階級的戦闘意識

を形成したと考えられる。

　かくて，福井鉄道労組は，自動車労組，福井鉄

道第一組合との「共闘会議」をもつ努力をした。

とくに注目されるのは，団交（この場合，合同交

渉の形式）も，この共闘の力で有利に展開する工

作も試みられたことである。

　共闘の試行と争議行為一昭和32年末越年資金

要求をめぐって，福鉄労組は，自動車労組との共

闘工作を進めた。ところが自動車労組側の希望を

いれて，第二組合をもまじえて「共同交渉」を試み

ることとなった。その交渉過程で，会社側は，第

二組合，自動車労組を共闘から脱落させ，福鉄労

組の孤立化をはかった。その結果，福鉄労組のみ

が，会社回答を拒否し，ストライキを決行するこ

とになったのである。この争議は，昭和32年12月

8日，「組織結成以来はじめてストライキを決行」

という，未曽存の組織的事件であった。ともあれ

福鉄労組にとっては，まさに大事件的性格をもつ

労働争議となったのである。しかしこのストライ

キは，福鉄労組の階級的，戦闘的体質を一挙に形

成する契機となることで，最も注目されるべき性

格の争議であった。この争議の概要をつぎに見て

おこうω。

　このストライキは，私鉄北陸地連，福井県評，

武生地区労の階級的支援の下で，ピケ隊千名に守

られて決行された。が，会社側は，いわゆる第二

組合を動員して「保安要員」と称するピケ破りの

挙に出た。また，武生警察署を中心に官憲が労働

争議に介入し妨害（福井県下労働争議における，

初の実力介入）した。さらに，この争議終了後，

福島副社長の鯖江市長当選を機に，労働組合幹部

六名が，検束された。うち三名（私鉄北陸地連オ

ルグ杉原保書記長，福鉄労組福岡三太郎委員長，

宮村美津雄）が，「威力業務妨害」で起訴された。

（昭和33年3月13日）

　かくて，法廷闘争が始まった。最終判決まで，

（昭和39年，最高裁判決）「福鉄事件公判闘争」

が，約7年に亘って，単組，私鉄北陸地連，総連

の統合形態をとった「福鉄事件対策委員会」によ

って行われることとなった。結局，この法廷闘争

は敗北に終った。その間，第一一審公判46回（4力

年に亘る）判決一「懲役2か月，執行猶予1力

年」の有罪となった。最高裁は，「上告棄却」し，

終結となった。

　労働争議と組織化との関連一この労働争議と

これにともなう法廷闘争は，組織化，組織成熟に

とって意義は大きかった。ともに闘いは敗北に終

ったとはいえ，これら闘争を媒介にして福鉄労組

の組織成熟がなしとげられたからである。

　この間の事1青を，この越年資金闘争後，「労働

者の団結の力，階級連帯の威力に胸うたれた第二

組合員は，自発的に第二組合を去った。そして12

月末にはついに脱退者の数は50名を突破した，」

と，組合文書は記している。

　（iv）一労使対等関係成立

　ともあれ，昭和32年末争議が，福鉄労組史にお

いて，最も激しく，労働者意識の高揚の中で展開

されたものであった。

　この争議は，一つには福鉄労使関係を著しく変

貌せしめる契機をなすものであった。従属・協調

関係から対決，抗争関係へ転ずるといった一大転
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換をもたらしたのである。また，労働者自身にと

っても大きな意味をもつものであった。福鉄労働

者が，階級連帯の尊さを学び，労使関係における

階級関係性（それは労使対等関係性と力関係原理

の選択を意味する）の認識を高める契機となった

ことをも，注目すべきであろう。

　要するにこの闘争経験とその後の闘争職場組織

の形成をテコとして，一段と団結の強化＝団結権

の実体化＝が，なしとげられたのである。とく

に，労使関係の変貌の事実については，次の分析

的記述がよく伝えている一

　「一方会社経営は，株主配当8分と北陸地方の

　私鉄で随一の健全経営をほこっていたが，あい

　っいだ争議の被害でく撫配”にまで転落。　t｛力

　の政策”も放棄せざるをえない状況に追込まれ

　ていた。経営顧問だった荒木東一郎も姿を消

　し，組合圧殺の先頭を切っていた福島社長も，

　鯖江市長の座をまもるため，経営には口出しし

　なくなっていた。また第二組合も，職場闘争の

　前進のなかでその影はうすくなった」（米谷，

　前川同上書204ページ）

　ここで，われわれの得た命題の一つは，闘争過

程（＝労働争議，職場闘争一階級連帯）そのも

のが，組織（＝広義の団結権実体化）化を促進し，

組織強化策（＝機関の整備，階級的闘争組織の生

成）そのものである，ということである。今，そ

の典型的事例を，ここで得たというわけである。

　（b）組織統一過程

　（i）一企業内共闘と組織統一

　この昭和32年未闘争に勢いをえて，昭和33年

（1958）年の「夏季闘争」で，福鉄労組は，私鉄

総連の統一闘争に参加した。自動車労組との共闘

を試み，「福井鉄道第一組合」（昭和32年5月，
CC

S労”に加盟）幹部の妨害があったとはいえ，

結局福鉄労組は単独で（福井県評，地区労共闘会

議支援の下で），19日間に亘る長期ストライキを

敢行した。

　また，福鉄労組では，この夏季闘争後，組織化

工作をおこたらなかった。

　「各職場組織の独自性を尊重しながら職場闘争

　組織の確立を急いだ。北陸鉄道労組の五人組，

　福井県バス労組の職場闘争の経験と教訓を生か

　し，12の職場闘争組織が生れた」（米谷，前

　川，同上書203ページ）

と，組織工作の模様が記されている。

　昭和34年も，私鉄総連の統一闘争に参加した福

鉄労組は，自動車労組と共闘工作をすすめた。な

かでも，賃金闘争は，「第二組合」も参加した。

初の企業内で「統一ストライキ」を決行するにい

たった。

　労働協約闘争一昭和34年10月労働協約改訂闘

争は，かねて職場を基礎にした要求づくりに指導

の重点をおいていた成果を反映した。が，福鉄労

組は自動車労組との共闘を組んで，この闘争に臨

んだ。

　職場要求，職場闘争のなかで掘り起された労働

協約改訂要求は，80項目を越えた。福鉄労組は，

執行部員全員が常駐態勢をとり，四波にわたるス

トライキを決行した。「臨時給からのスト日賃金

カット廃止」「就業時間中の組合活動」「日勤者の

実働7時間」などをたたかいとり，粘りにねばっ

たすえほぼ全面的に組合要求どおり解決したので

ある。（米谷前川同上書206ページ）この協約闘争

の成果を以上のように記している。が，「この闘

いの中で，自動車労組も福鉄労組独自の問題につ

いても統一ストライキをうつ」といった，注目す

べき状況が生れた。

　こうした闘争の過程で，福鉄自動車労組の私鉄

総連加盟（昭和35年1日，大会決定，2月加盟）

・加盟後，福鉄自動車労組は，退職金改訂と労働

時間短縮の要求をめぐって，福鉄労組と共に，二

波に亘る全線24時間ストライキを決行した。その

時点で，闘争指導方針をめぐって激しい論議がか

わされた結果，闘争続行の方針を採用した。つい

に第三波48時間ストを設定して闘った。

　この企業内共闘の成果は，両労組間に「組織統

一」の動きを高まらせたことであった。そして，

「一企業内に一つの組合であれば，もつと団結が

強まる」という声が組合員大衆の中に高まった。

その結果，「組織統一準備委員会」を発足させる

までになった。しかしこの統一工作も，一部自動

車労組幹部の野望のために進展せず，最終段階に

きて，崩れてしまった。

　こうした状況を背景にして，福鉄労組として

は，組織強化をはかり，「家族組合」を結成する

などのことをした。



　また，組織統一工作については，福鉄労組の指

導部によって，復帰の説得工作が積極的にすすめ

られた。その成果は，福井鉄道第一組合は壊滅状

態（昭和35年に残留者20余名）となったことに示

されている。さらにこの組織工作の過程で，福井

鉄道労働者の念願である「一企業一労組」の原則

が，実現する可能性が生れた。

　昭和36年「労働協約改訂闘争」において，時短

要求をふたたびかかげ，さらに「ユニオンショッ

プ制」の締結がめざされた。結局，六ヵ月猶予期

間を設けた「完全ユニオンショップ制」が，福鉄

労組との間で，締結されたのである。が，この

間，福鉄労組の復帰説得工作がっついた。同時に

会社側も残留第二組合員を説得し組合解散を促し

た。福鉄労組への復帰を勧奨したということであ

る。そして福鉄労組は，再び自動車労組との「共

闘」を組み，合同職場集会の開催などを試みた。

　こうした状況の下で，福井鉄道自動車労組との

組織統一問題が，再燃した。自動車労組は，昭和

37年1月の定期大会で，「統一」方針を確認した。

両労組の統一準備委員会も発足した。また，第2

組合も，4月18日，全員大会を開き「組合解散福

鉄労組へ復帰」を，決定した。

　これをうけて，福鉄労組委員会は，復帰者の処

分をめぐり意見の対立もあったが，結局，「原則

として第二組合からの復帰者を処分しない」こと

で，意思を統一した。

　その結果，昭和37年4月30日，第二組合は全

員，福鉄労組に復帰した。組織分裂いらい，四年

五ヵ月にして，組織統一が，福井鉄道労組の手に

よって成しとげられたのである。

　なお，福鉄労組と自動車労組も「福鉄労働者は

一っ」を合言葉に，組織統一を果したのである。

昭和37年5月。福井鉄道に働く九百名の労働者

は，一企業一組合の願いをかなえたということで

ある。組織分裂の中で，すべての労働者は苦渋を

かみしめてきた。が，｛tジグザグな統一への道”

とかれらはいい，そしてそれは長かったという。

ここで，われわれは分裂一再統一という稀有の事

例をもったわけである。ここにおける労働者の統

一工作，上部団体の指導については，教訓に富む

注目に値いする数々の組合運動上の原則を学びと

ることができる。その具体的姿は，組合文書，米

谷，前川共著『分裂から統一』の第二部がよく伝

えている。いま一度いえば労働組合の組織工作に

とっての原則をひき出しうる豊かな事例を提供す

るものといえよう。

　（ii）一労働協約闘争の評価（8）

　一般に労働協約は労働組合の組織の成熟度・闘

いの成果，を反映するものである。

　ここでの場合も，その典型的事例であった。と

もあれ，労働者。団結権の実体化の態様は，その

労働協約の内容こそが，（まず労使対等関係を直

接的に反映するものとして）その測定要因と考え

られる。旧来の就業規則的性格からの脱皮につい

て「組合関係条項」（＝債務的部分）重点から「労

働条件条項」　（＝規範的部分）への重点移行とし

て，一応図式的に組織成熟度を測定しうるであろ

う。こうした一個の命題をうる，ということであ

る。

　労働協約は，企業レベルでの団結権の権利の実

体が，集約化されて，示されていると考えられ

る。この点で，北陸鉄道労組における場合が，注

目される。それは，昭和25年のレッドバージ対応

の労働協約を起点とする昭和27年末（最終妥結，

昭和28年に至る）の労働協約闘争は，画期的な労

働条件条項を中心とする労働協約を停結したこと

である。形式内容ともに整備した今，この場合と

対比して福鉄労組の協約闘争（上部同体の指導に

よる）も，特記に値いするであろう。

　福井鉄道労組は，この点について，「昭和34年

末，労働協約の全面的改訂を要求して闘い，今日

の協約の基礎（北鉄労組27年闘争の場合もそうで

ある）となる主要条項を獲得（9）したと特記し，自己

評価を下したことは，正当といわねばなるまい。

これを闘争組織化との関連でとらえるならば，こ

の労働協約こそ，昭和32年労働争議を起点とす

る，一連の職場闘争，ストライキによってえた，

一大記念塔であった，といえよう。

　なお，組織統一を完了した福井鉄道労働組合

は，福井鉄道における唯一の団交主体として，自

己を確立したのである。昭和37年，私鉄総連に，

完全加盟することで，福鉄労組の沿革における組

織過程の前段史を終え，成熟段階へと離陸するこ

ととなった。それは，分裂，抗争，統一と，ここ

での労働者の教訓に富む苦闘の中で綴られたこと



を，今一度書きそえておかねばなるまい。

　（c）組識成熟化段階

　組織統一過程を，前記のごとく前後期二段階に

区分してとらえ，これをさらに総括して「組織

化」過程とするならば，この段階は組織化完了後

の「組織成熟」段階と特徴づけうるであろう。

　福井鉄道の全労働者が，企業内単一組織の結成

に成功したことは，福鉄労組が，自成的団交主体

として自らを確立したことを意味する。それはま

た，同時に，資本との対等関係すなわち圧制的な

資本の支配体制の後退＝従属的労使関係の破砕を

意味するものであった。われわれの理解では，

「階級闘争型」労使関係段階⑩へ，ふみこむとい

うことである。

　この段階では，組織成熟は，経営者による無干

渉の下で，組合リーダーの積極的な組織工作によ

って成しとげられた。すなわち，職場組織体制の

整備，家族組合の結成，労働協約の締結，組織単

一工作の成功などについては，すでに見たとおり

である。が，単一組織結成後に及ぶ「公判闘争」

の継続は，福鉄労組にとって職場闘争と並んで，

争議後（ポスト・ストライキ）の組織工作にっら

なるものであった。

　ところが，こうした労使関係の成立過程の背景

には，高度経済成長の進展にともなう地方中私鉄

の一般的経営危機がしのびよる状況があった。福

井鉄道の場合は，弱体経営者の経営能力も手伝っ

て，色濃い経営危機に襲われるに至った。すなわ

ち，地方私鉄資本，経営者の手に余る状況が，こ

の産業の内部に生じたということである。高度経

済成長政策は，地方金融資本の政策転換（投資抑

制，経営干渉など）と大手私鉄資本の地方進出へ

の舞台装置の構築として現われた。福井鉄道の場

合まず「安定株主」の出現であった。それは福鉄

を支配する地方土着資本の懇請によって，名古屋

鉄道資本は，「安定株主」の資格をもって経営参

加体制をととのえたということである。

　かくて，資本の性格の変質が始まり，潜在的で

あった資本内部の対立矛盾が，その噴出の機をま

つといった状況となっていった。

　ところで，土着資本の政策転換，名鉄の経営参

加は，ここでは同時に資本の復権化の現われでも

あった。そして，その経営政策は経営合理化の形

をとって強行された。これは，先の合理化（設備

近代化，荒木方式導入）に対して，高度経済成

長政策に対応する経営の合理化一第二次合理化と

も見るべきものである。その特徴は，経営の背後

に名鉄資本が控えたところにある。

　ところが，この合理化による経営危機脱出策

は，資本家の常套手段としての企業危機意識注入

方式であり，職制支配機構の再編強化工作であっ

た。いわば，福鉄を舞台とする「マル生」運動で

あった。しかしこの労務政策中心の合理化は，交

通産業構造の変貌に対応し切るものではありえな

かった。また，福鉄の場合，その資本のまきかえ

し，合理化政策は，労働組合の組織強化過程とた

またま直接的に対応することとなった。労使関係

は，鋭い対決状況に，転じていく条件下にあっ

た。すなわち，いまや企業内単一労組となった福

鉄労組は，闘争経験をもち，闘争組織も整備され

ておりさらに第一次経営合理化のもたらした労働

強化という原体験も手伝って，そうした経営政

策，協調主義の提唱に同調することがなかった。

そればかりでなく，これを強く拒否した。それ

は，主として旧来の経営陣による無責任経営の追

及の形をとって現われた。合理化政策に対し組織

防衛意識をともなう強い抵抗意思の形態をとって

噴出したのであった。

　独占集中過程で生じた労資の抗争，企業内矛盾

が，企業次元をこえた形で，昭和43（1968）年，

春闘期に噴出したω。

　この争議は，福鉄労組の単独の力量をこえる性

格の労働争議として発展した。この争議過程で，

旧来の土着資本にささえられた現業重役の総退陣

を惹起し，いわゆる「経営放棄」の状況が生れ

た，福井「国民体育大会」への天皇行幸を背景と

して地域の社会問題化した。労使は，これを時の

氏神として争議を終憶した。とはいえ結局，名鉄資

本の登場で事態の収拾がはかられたのであった。

この争議について，福鉄労組は，「経営者相互の

内紛に端を発し，賃金引き上げ，年間臨時給闘争

は紛糾し，重役総退陣」と記し，さらに「新経営体

制確立，名古鉄道関連会社として発足」と，労使

関係の大転換の模様を記している。この争議の詳

細については，別に「，68福鉄争議」報告におい

てなされる。
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　（3）組織再編成過程

　この段階は，組織再編成過程として特徴づけら

れる。

　この段階での労使関係は，経営陣が名鉄資本に

よって完全に支配されることに，とくに注目され

る。「ノ68春闘」をめぐる争議終結後，経営政策

が，　「会社再建」の名の下に展開された。経済高

度成長政策最盛期，独占集中化過程に対応するも

のである。が，これは，福鉄企業における第三次

合理化過程に他ならない。先にも見たごとく，こ

の場合，合理化推進の主体は，土着性を喪失し

た，一応近代的資本の性格をもった名鉄資本であ

った。

　この合理化に対する福鉄労組の抵抗は，一連の

闘争として展開された。昭和43～45年，昭和46～

47年そしてその以降と段階区分を設けてとらえる

ことができる。とくに，昭和46年度春闘，昭和47

年度春闘，年間臨時給闘争，鉄道全廃合理化の抵抗

闘争の長期化⑫（一応上部団体たる私鉄総連，北

陸地連の指導はあった）は，企業別労働者組織の

力量の限界まで発揮して闘かわれた。

　しかし，この企業内労働者組織の抵抗には限界

が認められた。そればかりでなく，昭和47（1972）

年闘争終結時には，組織人員の半減という事態が

生じた。組合員数の推移をここで掲げ（表（3）参照）

ておこう一
　　　　表3　福井鉄道労組組織人員推移

年度ノ64／65’66／67’68／69’70／71／72／73

人員1，0661，0581，0761，0521，027974894835713　538

されない。が，伝統的な組織強化策，リーダーシ

ップの固執という形でなく「組織再編問題」をい

かになしとげるかという全く新しい課題である。

この課題にたいしては，今のところ，当該単組は

もちろん上部団体である私鉄北陸地連において

も，その組織工作の在り様を模索しているという

状況である。一

　　主として春闘，ストライキ投票集約組合員数

　　　　　　　（私鉄北陸地連会務報告より成作）

　このような組織人員の半減状況は，ここでの労

働者にとって，企業次元での労働者の団結のみで

は，企業次元での闘争のみでは，それがいかに強

固で激しいものであっても，限界のあることをお

しえた。ともあれ高度経済成長策の最盛期におけ

る産業構造の転換，労働市場の変貌に対応するこ

とは，単組の団結のみでは，とうてい不可能であ

った。中小私鉄労働者が交通政策に特殊な関心を

もつ理由がここにある。

　こうして，福鉄労組組織tl＝・一一つの組織的課題が

生れた。階級関係原則は絶対に捨て去ることは許

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一11一

なお本稿は，文部省，科研費（総合研究A）による

「戦後日本における労働争議の法社会学的研究」をテ

ーマとする「総合研究，労働争議研究会（東大社研）」

への報告の一部をなすものである。
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